
経 済論叢(京 都 大学)第173巻 第1号,2004年1月

ス トック ・カ レ ン シ ー(株 式 交 換)に 関 す る

米国の対 日圧力*

本 山 美 彦

は じ め に

『WEDGE』2003年9月 号 に.rこ れ じ ゃ ま るで植 民 地,日 本 は米 国 の51番 日

の州となるか 対 日投資の呼び込みが 『安値買い』を加速する」 という衝撃

的なタイトルの解説記事が掲載された(WEDGE編 集部[2003])。

2003年5月22～23日(現 地 時 間)、 米 テ キサ ス州 ク ロ フ ォー ドの ブ ッ シ ュ牧

場 で,プ ッ シュvs小 泉 純 一 郎 の 日 米 両 首 脳 が 会 談 した 。 会 談 後 直 ち に,

USTR(米 通商代表部)の ゼー リック代表は,日 本の市場開放努力 と規制緩和

の 進 展 を米 政 府 と して 歓迎 して い る との新 聞発 表 を した1軌。 ヤ イ ター,ヒ ル ズ

*中 野一新教授 は,学 生時代か ら一貫 して私 にとって の指針 その ものであ った。感 謝の念 を込

めて本稿を同教授 に捧 げる。

1)USTRは,ブ ッシュと小 泉との 会談直後に新聞発表 を流 した。その発表 は,2003年5月27日

付 ホー ム ・ベー ジに記事 と して再録 された。その タイ トルは.「 ゼー リックは,日 本の規制緩和

地 区(構 造特 区)の 設立 を 歓迎 してい る」 とい うものて あ った。そ の記 事 の 「要 約部 分」

(SUmmary)を 紹介す る、

「米 国は,日 本が 自国経済を活性化させ.米 国企 業にH本 市場 をさ らに開放すべ く、 日本に100

を超す規制緩和地区 を設定 や他 の規 制緩和 政策を採用 した ことを歓迎す る,とUSTRの ロバー

ト・ゼー リックは語った。ゼー リックの5月23日 の談話 は,『思い切 った構造改革 と規制改革が,

日本を長期 的な成長に復帰 させ るために必要な ことであ る』 という ものであ った.,彼 の談話 は,

『口米規制改革 と競争政策 イニ シアテ ィブ』(f加 ひ 鼠 ・1妙研R喀 ま'伽砿vRψ 遡 副4しh'・ψeが

加 η拓 醒y1痂'ね ∫1t昭)の枠 組みの下、 日米の政府機関 によって作 成されたr指 導 者たち に捧 げ

られた第2番 目の報告』 の内容 を踏 まえたものであ る、 この促進 策(イ ニシアテ ィプ)を 作成す

るために米国政府 を代表 したのがUSTRで あ り,日 本政府 を代表 したのが経済産業省で あ 。、た.

『通信.情 報技術,エ ネルギーといった キー とな る分野で この報 告に盛 られた改革が,L[本 の生

産性を向上させ,雇 用を生み 出 し,競 争力 を改善 させ,経 済を浮揚 させ るこ とになる』 と彼 は続

けた」.

この報告書は,ブ ッシュ ・小泉会談の合意を示す もの として発表された もので あ るが,ゼ ー/
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カンターといった歴代のUSTR代 表たちが.日 本叩きで勇猛ぶ りを示 してい

た こ とを思 え ばの,ゼ ー リ ッ クの褒 め 言 葉 は,同 誌 が指 摘 す る よ うに,「 腰 を抜

か す よ う な対 日称 賛」(WEDGE編 集 部[2003]14ペ ー ジ)で あ っ た。 この 会

＼ リ胃クは.さ らに裏話めいた発言 も行っている、,2003年初めに来 日した彼は.日 本で構造特 区が

まだ法制化 され ていない段階で,構 造特 区を官僚 と議論 し,ま ず地方で規制緩和 を促 し,次 第に

全国的規模 にす ることを考えた とい う。2003年4月 に小泉首楢は,57の 特 区を設立 し,5月231」

さら1こ60か所 を追加 した(http://www.uspohcy.be!1ssues/W'1℃ 》/japann52703,hLm)、

2)ヤ イター,ヒ ルズ,カ ンター と続いたUSTR代 表は,例 外な くベ クテル(Bechtd)社 に便宜

を図った人たちであ る。ヤ イターは,露 骨 なベ クテルの走狗 とな った,,関 西国際空港建設が始 ま

ろ うとい う矢先 の1986年,USTRの ヤイター代表 ぽ,日 本の運輸大 臣宛に書簡を送 った.そ れ

億.関 西国際空港 ブロジェク トの調達 で国際 入札 を求 めるものであ った・その1通 の書簡が.1]

米建 設交渉 の噛矢であ り,建 設市場の内なる国際化の始 ま りを告げ るものであ った,、関西 国際空

港,東 京湾 アクアライン,明 石海峡大橋,等 々の日本国内の大型 プロジェク トヘの参 入許可を米

国は強硬 に迫 り・それ に折れた 日本政府は.公 共投資基本計画の見直 しを行った,1993年12月 に

は.当 時 の(3ATTで の政府調逮協定が結 ばれ,今 口で は一定規模 以上 の政 府調達案件 について

WTO加 盟 国にオー プ ンになっている。 日米間では.1994年1月 の 「公共事業の入札 ・契約 手続

きの改善 に関す る行動計画」に係 るレビューが現在 まで継続的 に行われて きている(杜 団法人 ・

日本土木工業協会 「建設 産業の未来示す土∫r協ビジョン」 『建設業界』;httpl〃www,dokokyo,

or、jp/ce/kikallshi9905/t・kushu/(〕4,htm)。この関 西国際空 港へ の参入を協 力に迫 ったのがベ クテ

ルなのであ る(http二〃www,d(》kokyo.or,jp/kik∫mshihk/ki】 くanshiOl305/aマ111くu2・htm)。

ヒルズ は,口 本 に 「構 造障 壁協 議」(SII)を 仕 掛 げた 人で あ る。1989～1993年 の被 女の

USTR代 表の任期中,日 本に個別品 目の輪入 目標数値の明確化 を迫 り,日 本政府 を振 り回 した、,

個 別品 目の輸 入増加圧力 で令名 を馳せ た同氏で あるが.歴 史的 には 日本 のコ ンピュー タの 〔)S

である トロン(TR{)N)を 潰 した役割が 重大であ る。米 国に とっての最大 の脅 威で あった コン

ピ ュータOSのTRONの 採用を 日本のメーカーに断念 させた ヒルズは,政 界引退後 にベ クテ ル

理 事.AT&丁 理 事 に就 任 した(httl)ノ/www,cQmmercialdiplomacy、org/whowe/trusteeド.bio、

htm),

カ ンターは,日 米 自動車 ・同部舶分野の協議 に関連 して,米 通商法301条 に基づ く対 日制裁 リ

ス トを公表 した、 日本から輸 出される高級車の13種 のモデルに100%の 関税 を掛 けた。USTRが

挙げた被害額 は.94年 時.点1で約59億Fル であ り(1ド ル100円 で換算 して5900億 円),そ の金額は,

日本の補修部品市場 に参 入しようとした米国補修 部品が,「 障害」 によ り受 けた被害 額であ ると

された、、59億 ドル(約591)0億 円)の 被害 と言 えば,日 本の重 要保安部 品の年問総市場の3年 分以

ヒであった(白 柳孝夫;http://wwwjidoshashinbun.co。jp/im/im95.5.htm1)。

カンターぱ,USTR代 表を1993-1996年 にわ たって経験 した後.ク リン1・ン政権 の第31代 商

務長官 を勤 めた(htτp;〃www、commerclaldipbmacy.org〈vhowe/t∫ustees、blo.htm),商 務長官時

代にベクテ ル社 との関係 を強めてい る。1996年6月 カ ンター商務長官 は,通 商使節を率いて ボス

ニア とク ロアテ ィアに乗 り込んだ際.ベ クテ ル祉員を同行させ た.こ の年,5月3目 ～8月23日

にかけてベ クテル社 は カンターの所 属政党である民主党 に対 して,そ れ まで の過 去5年 間の合

計を12万5000ド ル も上lhlる献金 を した。その2年 後,職 務上 彼が理事 を勤 めていた 「米輸出入銀

行」は.ク ロアテ ィア北部国境か らザ グレブを通 ってボスニア=ヘ ルッェゴビナ に至 る72マ イル

の高速道路建 設を受漁 したベ クテ ル杜に対 して,2.5億 ドルの債務保 証 を与 えた ぐトttp:!!wwW。

corpwatch.org/issues/PI1).jsp?articleid=6548)。
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談は,米 国にとって極めて満足の行くものであったのだろう。事実,同 誌が驚

愕の想いで語っているように,ブ ッシュ ・小泉会談前に合意文書として発表さ

れた 『2003年日米投資イニシアティブ報告書』(第2回 報告)は,「 これ じゃま

るで植民地」ではないかという溜息が出る内容のものであった。

『WEDGE』 は言 う。「同報告書では米国側の要望事項を列記 してある。いず

れも具体的で 『安値買い』の意欲が伝わってくる」。つまり.日 本の資産を破

格の安さで米国資本が買えるように日本経済を 「構造改革」することの必要性

が同報告書には謳われているのである。曰く,「国際的な株式交換を促す制度

の整備」。これは.「 日本に比べて株価水準の高い米企業が.キ ャッシュ(現

金)を 使わず 自らの株式を山資することで,日 本での企業買収や資本参加を可

能にすることを狙っている。株式がキャッシュ代わ りになる米国の練金術を日

本でもフル活用 しようという意図が透けてみえる」。日く,「教育 ・医療サービ

ス分野への外国投資の促進」。これも,「小泉内閣の規制緩和の重点分野 とピタ

リと重なる」、,曰く,「雇用の流動化の促進」。、これは,「いつで も雇え,好 きな

ときにリス トラできる企業経営にとって都合の良い雇用環境を求めている」。

「小泉改革が対 日投資戦略の意のままになると判断 したからこそ,USTR代

表が 日本の市場開放を 『絶賛』 した」のである。(WEDGE編 集部[2003]M

ベージ〉

本稿は,2003年 時点で過去2回 発表された 『日米投資 イニ シアテ ィブ報告

書』(2002年 第1回 報告。2003年 第2回 報告)に 盛 り込まれた米国の要求を検

討することによって,米 国が,い かに株式交換(ス トック ・カレンシー)をH

本企業へのM&Aの 手段 として重視 し,日 本政府がいかに唯々諾々 としてそ

の要求に従っているかを検証する、

1『2002年 日米投資イニシアティブ報告書』(第1回 報告)

1993年 に 「日米 包 括 協 議 」3ンの 設 置 が 日 米 首 脳 会 談 で 合 意 さ れ,そ の 一 貰 と し

3)1993年7月1ク リン1)大 統 領vs宮 沢喜 一首相)か ら94年9月(ク リントン大統領vs村 ノ
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て 日本 側 か ら は当 時 の 通 産 省 が,米 国 側 か らは 国 務 省が ,そ れ ぞれ 担 当 す る

「投 資 ・企 業 関 係 ワー キ ング ・グ ル ー プ」 が 作 られ た 。 同 年ll月 の 第1回 会 合

の後,1995年6月 まで7回 の 会 合が 重 ね られ,基 本 的 な合 意 が1995年 に 出 さ れ,

1999年5月,日 米 首 脳 会 談(ク リ ン トン大 統 領vs小 淵 恵 三 首 相)の 席 で そ の

点 を 確 認 す る 『フ ォロ ー ア ップ報 告 書 』 が 提 出 さ れ た。 この ワ ー キ ン グ ・グ

ル ー プ はか な り頻 繁 に会 合 を持 ち,2001年6月30日,「 成 長 の た め の 日米 経 済

パ ー トナ ー シ ップ」 委 員 会 の 設立 が 合 意 され た(ブ ッシ ュ大 統 領vs小 泉 純 一

郎 首 相)。 これ に伴 い,「 投 資 ・企 業 関係 ワー キ ン グ ・グル ー プ」 は発 展 的 に解

消 さ れ た。 「成 長 の た め の 日米 パ ー トナ ー シ ップ」 の 具 体 的 な 会 合 の 名 称 が

「日米 投 資 イニ シア テ ィブ」 で あ る。

日米 の 各 地 で 開 催 さ れ る 会談 で は,コ ー ポ レー ト ・ガバ ナ ン ス,会 計 監 査 制

度,M&A,労 働 の 流動 化,土 地 の流 動 化 が 主 た る議 題 で あ った。

そ して,2002年6月,最 初 の 『2002年 日 米投 資 イニ シア テ ィブ報 告 書 』 が 作

成 され た 。

報 告書 の 要 旨 に は以 下 の こ とが 掲 げ られ て い た'(経 済 産業 省[2002]4ペ ー

ジ)。 ① 日本経 済再 生 の た め に は海 外 か らの対 日直接 投 資 が 促 進 され な けれ ば

な ら ない 。 ② 外 国企 業 が 日本 経 済 に実 質 的 な影 響 を与 え る こ とが で き る よ う

に,日 本 で は,企 業が 米 国型 コ ー ボ レー ト ・ガバ ナ ンス制 度 の選 択 が 可 能 な会

社 法 の 改 止 が 行 わ れ た,,③ 「透 明 な会計 手続 き,ス トック ・オ プ シ ョ ンの 自 由

化,労 働 の流 動 化,土 地 の流 動 化,等 々 にお け る進 展 は,国 内 外 の投 資 を容 易

に し.生 産性 と成 長 を促 進 して行 く助 け とな ろ う」。 ④M&Aを 行 い 難 く して

い る規 制 を取 り除 く(同 上 書)。

＼山富一)に かけて行われた日米包括協議は,日 本の経常黒字削減の数値目標を要求す'る米国と,

それは管理貿易につながるものとして拒絶 した日本とが激 しく対立した交渉であった.94年2月 ,

日米首脳会談(ク リントン大統領VS細 川護煕首相)が 決裂 して.再 開の目処が・ン1たないという

局面さえ招いた・細川政権という非自民政権の誕生(1993年8月)に より,戦後初めて日本が米

国に対 して 「ノー」と言ったのである.ぎ くしゃくしていた日米関係が修復に向かったのは,94

年6月 自社連立政権(村 山富市首相)が 成立してからである(吉 崎達彦 「日米包括協議:政 官財

1・ライアングルと対米政策決定過程」;http;〃research.php.c・.jp/field/k(}kllsai/gaiko19.html)

は,こ の 「日米包括協議」が戦後日本の政策決定過程を決定的に変えたと言う).
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1992年,「 外 国 為 替 及 び外 国 貿 易 管 理 法 」 の改 正 が 行 わ れ,外 国 人 の直 接 投

資 は認 可 制 か ら原 則 事 後 報 告 制 に改 め られ た 。1994年 に は首 相 を長 とす る対 日

投 資 会 議 が 設 置 され,そ れ 以 降,外 国 人 の 直接 投 資 が 日本 に本 格 的 に流 入 し始

め た 。 日本 か らの 海 外 直 接 投 資 と 日本 へ の 対 内直 接 投 資 の比 率 は,1997年 の

10:1か ら2000年 の1,4=1に まで 縮 小 した(同 上書,7ペ ー ジ)。

実 際 同報 告 が 出 され る2002年 まで,日 本 にお け る外 資 導 入規 制 緩 和 政 策 は

着 実 に進 行 して き た。 ①1998年 金 融 ビ ッグ バ ン開始 。②1998年7月,KDD

法 廃IL。 同 社 へ の外 資 参 入規 制 の 撤 廃 。 ③2001年NTT法 改 正,同 社 へ の外

資 比 率 規 制 が5分 の1か ら3分 の1未 満 へ と外 資 参 入 の緩 和 。 ④2000年 大 店

法 廃 止 。⑤1997年12月,純 粋 持 株 会社 禁止 解 除。 ⑥1997年10月,合 併手 続 簡

素 化 。 ⑦1999年10月,株 式 移転 制度 新設,み ず ほ銀 行.UFJ銀 行 な どが利 用 。

⑧1999年10月,株 式 交 換 制 度 設 置,既 存 の 会社 間で100%親 子 会tl:関 係 を 作 る

制 度,ゾ ニ ー,ソ フ トバ ン クが 利 用 。⑨2000年4月,民 事 再 生 法 成 立,迅 速

な処 理 をlq'能 とす る再 生 法 。⑩2001年4月,会 社 分 割 制 度 創 設,、会社 が そ の

営 業 の全 部 また は一 部 を 他 の 会 社 に 継承 させ,継 承 す る会 社 が 対 価 と して の 株

式 発 行 認 可 。 ⑪2002年,スbク ・オ プ シ ョン制 度 の 自 由化 。 付 与 対 象 者,

付 与 株 式 数 の 制 限 を撤 廃 。,⑫2002年,商 法 改 正 に よ り,日 本 の 会社 が 米 国 型

の コー ポ レー ト ・ガ バ ナ ンスの シス テ ムを 選択 す る 余地 拡 大 。 ⑬2001年3月,

売 買 目的 の時 価 会 計 に対 して 時 価 会 計 。 同 じ く,退 職 給 付 債 務 ・年 金 資 産 の時

価計 価 。2002年3月.持 合株 式 な どの そ の他 有 価 証 券 の 時 価 会 計 。 ⑭2001年

10月,確 定 拠 出 年金 制 度 の 導 入 、、⑮1999年12月,労 働 者 派 遣 法 の 派 遣 業 務 の

対 象範 囲 の原 則 自由化 。 ⑯1999年4月,一 部 業 務 の 有 期 雇 用 契 約 の 期 間 延 長 。

⑰1998年9月,SPC法41。 不 動 産 や 指 名 金 銭 債 権 等 の 証 券 化 の促 進 。 以 上 の

4)「SP(1」 とは 「特別目的会社」(SpecialPllrp・seComPlmy)の ことで,特 定の資産を担保にし

た証券の発行など.限 定された目的のために設立される会社のことである。ただ し,同 じ`SI)e・

ciaiPurposeCompany1と いう用語が使用されているが.日 本では,「特別目的会社」と 「特定

口的会社」という2つ の呼称があり,両 者は区別されている。一般 的に 「特別日的会仕」と言 う

とき,SPC法 と関係なく通常の株式会杜や有限会杜を現行法の枠内で不動産の証券化などに対

応させたものであり、「特定目的会仕」は.SPC法 によって設 疏される特別な会社を指す.現/
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経 緯 を見 る 限 り,米 国 の対 日投 資 増 大 策 とは,即,株 式 交 換 に よ るM&Aを

容 易 にす る施 策 で あ った こ とが分 か る。

米 国式 コ ー ポ レー ト ・ガバ ナ ン スが なぜ,株 式 交 換 を促 進 す るのか と言 え ば,

従 来 の 日本型 取 締 役 会 を執行 委員 会 と監 視 機 関 と に分 け,執 行委 員 会が,取 締

役 会 や 株 主 総 会 の 議 を経 る こ とな く,迅 速 に新 株 発 行 が で き るよ うにす る のが ,

米 国企 業 の方 式 だ か らで あ る。M&Aで も っ と も重 要 な こ とは,タ イ ミング と

そ の時 点 で の 自社株 の株 価 水 準 で あ る1、企 業 の 経営 執 行 機 関 に株 高 の イ ンセ ン

テ ィブ を 与 え つ つ,迅 速 に して 積 極 果 敢 にM&Aを 実 施 で き る体 制 が 米 国 式

コ ー ポ レー ト ・ガバ ナ ンス な ので あ る、,この よ うに考 え る と,米 国 が 日本 企 業

の取 締 役 会 の 変 更 を執 拗 に迫 る理 由 の 一端 が理 解で きる だ ろ う。

日本 経 済 で 外 資導 入が 進 ん だ背 景 には,日 本 経 済 を取 り巻 く環 境 が 大 き く変

わ った か らで あ る と同 報 告 書 は指 摘 し,そ の 変 化 を 以 下 の5つ に 見 る、,① 従

来 の 系 列 関 係 を 超 え た取 引関 係 の 構 築 が な け れ ば グロ ー バ ル な競 争 に打 ち勝 て

な くな った こ とか ら,よ りオ ー プ ン にな った ネ ッ ト ・ワー ク市 場 が 外 国 企 業 の

日本 経 済 へ の参 入 機会 を 増 や して い る。② 銀 行 が 企 業 の メ イ ン ・バ ン ク と し

て の機 能 を失 い,そ れ に代 わ って リス ク ・キ ャ ピ タル を供 与 して くれ る外 国 人

の 直 接 投 資 へ の期 待 が 日本 企 業 にお い て 高 ま った。 ③ 日本 政 府 の 「経 済構 造

改 革 」 が 進 ん だ 。 ここで 「経 済構 造 改 革」 とい うの は,通 信 ・金 融 ・流 通 な ど

の 規 制 緩 和 の こ とで あ り,今 後 さ らに,医 療 ・福 祉 ・保 育 ・人材 ・教 育 ・環

＼在では、単にSPCと 訴えばSPC法 に基づ き設立 された会社を言うようになっているので.
SPCは 「特定日的会杜」と呼ぶ方が良いであろう。

SPCは,安 定した利益が期待できる資産を持つ企業が,そ れを元に資金を調達しようとした

時に,そ の資産の活用という限定した目的のために設立するヘーパー ・カンバニー的なものであ

る.資 産をその保有企業と切り離し.安全性の高い購入しやすい商品(鉦 券〉 として'卜口化して

販売することで,不 動産などの資産の流動化を図ろうとするのが,SPC法 である,

SPC法 は.1998布 に施行された 「特定日的会社による特定資産の流動化に関する法律」とそ

の整備法を合わせた通称である・同法により,特定目的会社(SPC)を 活用して資産の流動化を

行う制度が創設された・しかし,こ の時点での特定目的会社は。設立手続 きが厳 しく使い勝手壱ま

悪かった・企業側はこの法律によらないで独自に 「特別目的会杜」を設立して対応 していること

が多かった。そこで同法は.2000年 に 「資産の流動化に関する法律」として改正され.SPCが

比較的簡易に設立で きるようになった(朝 日監査法人1ピ シネス ・キーワー ド」による;

hτtp://www.asahiauditor,jp/b-inf{)/keyword/spc、hτml)白
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境 ・都市再生の分野での規制緩和が期待される。④ 旧本のカルチャーが外資

を受け入れることを拒否しな くなった。M&A白 体が.か つてのような短期的

利益追求型か ら中長期的視点から行われるようになってきたことの理解が広

まったからである。その上で,果 敢なリス トラを断行するためには外資 と提携

した方が良いとした日本の経営者の意識改革がある。この点について,同 報告

書は次のように表現 している。「過去の経営の失敗や負債のために思い切 った

リス トラを必要 とする企業の多 くは.外 国のパー トナーの支援も視野に入れる

ようになっている。より生産性を向上させ競争力を高めていこうとする企業に

とって.外 国直接投資は切 り札 とみられるようになっている」,,⑤ 金融 ・通

信 ・小売 ・石油化学 ・自動車 ・医薬品などの分野でグローバルな企業提携が進

んだ(同 上書,11ペ ージ)。

企業合併にあたっては,「株式交換」が多用されるようになったが,21)02年

の段階では,報 告書はさりげなく株式交換を次のように説明している。「大企

業に とって,合 併は しばしば現金支払に代わって株式交換を通 して行われる

(筆者注:本 稿が株式交換をス トック ・カレンシーと名付 げるのは,株 式が現

金の役割をはたすからである)。グローバルな地位 を目指 してこのようなツー

ルを活用しようとしている企業が増えている」(同 上書,11ペ ージ)、,2002年の

『第1回 報告』では,こ のように,事 実経過の形で説明されてはいたが,後 述

するように,2002年 の 『第2回 報告』では,企 業合同に際 して,「株式交換」

がより多 く活用されるべきだとの要望が米国側から強 く出され,日 本側はそれ

を肯定的に受けILめている、,

ll2002年 報告に盛られた日本側の約束

日本で改革の進展のあった分野と.今 後重点的に取 り組む課題を.報 告書で

は独立した節を設けて説明 している。

改革の進捗があった分野 として,日 本側は,真 っ先に米国式コーボレー ト・

ガバナンスの採川がで きるように法改正を行ったことを挙げている。同報告は,
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会社 の取 締 役 会 の 中 に3つ の委 員会,つ ま り,指 名 委 員 会,報 酬 委 員会.監 査

委 員 会 を設 け,さ らに 社外 取 締 役 が 過 半 数 に な る よ う に誘導 す べ く,会 社 法 の

改 正 案 が2002年5月22日,国 会 を通 過 し,2003年4月 に実 施 す る方 針 で あ る こ

と を誇 ら しげ に謳 った(経 済産 業 省12002]18ペ ー ジ)。

ス トジク ・オプ シ ョンにつ い て も顕 著 な進 捗 が あ った とされ る.2002年,ス

トック ・オ プ シ ョンを付 与 す る対 象 者 を 自社 の取 締 役 と従 業 員 に限 る と して い

た 制 限 を撤 廃 した上 で,ス トック ・オプ シ ョンに よ っ て付 与 で き る株 式 数 の 制

限 も大 幅 に緩 和 した。Pそれ まで は.ス トッ ク ・オ プ シ ョ ンの 対 象 とな る株 式 の

上 限 数 は.発 行 済 株 式 総 数 の10分 の1で あ った が,そ れ を授 権 資本51σ)範囲 内

に まで 広 げた 。 企 業 内 部 の 人 間 だ けで は な く.外 部 の 人 間 に も対 象 者 を増 や し

た ス トック ・オ プ シ ョ ンは,株 価 高 に よ るM&Aに 適 進 す る米 国 式 企 業 合併

体 制 を大 き く刺 激 す るは ずで あ る。 日本 企 業 を 買 収 した い 米 国 の 企業 こそ が.

もっ と も法 体 系 の 改訂 に喜 んで い るの で あ ろ う。 同 報告 書 は,米 国 の顔 色 を気

にす る,悲 し くな るよ うな文 言 で ス トック ・オ プ シ ョンの 法 的改 正 につ い て述

べ て い る。 「こ う した 改 正 は 同 イ ニ シア テ ィ プに お い て 歓 迎 さ れ た
。 米 国 政 府

は,こ の 変 化 の イ ンパ ク トを関 心 も持 って 見守 り続 け て い くこ とを強 調 した」

(同上 書.18ペ ー ジ)。

会計 制 度 の 改 正 も,進 捗 の あ った分 野 とされ て い る。 「日本 にお け る会計 基 準

の 改正 は,国 際 的 な基 準 との 調 和 を 目指 し,こ れ まで 相 当 な ス ピー ドを もって

進 め られ て きて い た」(同 上 書,18ペ ー ジ)と の 説 明 の 後,① 連結 ベ ー ス を中

心 と した 開 示,② 金融 商 品 の時 価 開 示,③ 税 効 果 会 計 の 導 入,④ 退 職 金 給付

会 計 の 導 入,⑤ 販 売 用不 動 産 の 強制 評価 減 の厳 格 化,⑥ クロ ス(1(:mss)取 引61

5)「 授権資本」とは,株 式会社の定款に定められた発行株式総数のこと。授権資本の範囲内で株
式を新たに発行する場合は,取 締役会の決議のみで可能である。授権資本の株数を 「授権株式

数」と言い号その株数を何株にするのかは株主総会において決定される、また,新 たに授権株式

数を増やす場合も。株主総会の決議に基づいて,定 款を変更する必要がある,な お,無 額面株式
の場合は,発 行できる資本金額があらかじめ定められないため,授 権資本は金額ではなく,株 式

数で表示される。
6)「 クロス取引」 とは,1つ の証券会杜が,同一・銘柄について同量の売 り注文 と買い注文を取引

所に提出し.商 いを成立させる取引のことである。以前は売 り買いそれぞれの注文を取引所に■
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の禁止等の規制整備,等 々が列挙された。もっと推 し進めるべ き課題 として,

減損会計,企 業結合会計が掲げられ,① 減損会計制度については,企 業会計

審議会の審議を経て2002年4月 にが草案ができ,2005年 度から実施の予定であ

り,② 企業結合会計についてはパーチェス法 とプーリング法に関する審議を

継 続 中で あ るア1。③2001年7月.民 問 ベ ー スの会 計 基 準 委 員 会 が設 立 さ れ,自

己株式の取扱,処 分に係わる会計基準が作成中である。④2002年1月,監 査

基 準 の 改 定 が あ り,ゴ ー イ ン グ ・コ ンサ ー ン81,不 正発 見 の 姿 勢 の評 価 を 明 示

的に盛 り込む国際的な基準に合わせるべ く,2003年3月 期決算から導入予定と

＼出さないで売買 を成立 させ るハ イカイとい う方法か認 められていたが,こ れは呑み(ノ ミ)行 為

に該 当す る恐れが強 く,ま た市場集中原則に も反するこ とか ら1967年10月 に禁止された。 クロス

取 引はバ イカ イに代 えて行われ るようにな った取引方法 となった。結果的 に顧客の注文 に証券会

社自身(自 己)の 注文 をつ け併せ ることにな る場合がある ものの.売 買涯文が実質的に市場 に出

され てい るこ とで 先の バ イカ イとは大 き く異 なる(http://www.n・mura.co.jp/terms〆kゴgyo/

kur(》Su,h吐n1D,,

7)「 企業結合 会計jと は,合 併や買収 さらには企業分割(分 社化)と いった,企 業組織の枠組み

を変えるよ うな出来事を処理す る会計手続であ る.今 日まで この分野 に関す るま とまった会計 基

準は設定 され ておらず,会 計基準の真空地帯 とも言え る分野であ った(http://www.w・seminar,

co.jp/boki/bk/bk8　 ka.html)。 企業結合会計 には,主 に 「パー チ ェス(puτchase)法 」 と 「持 分

プー リング(p{x∋hng・fh』teresしMe【hod)法 」 の2つ の会計 処理が ある。バー チェ ス法 は,取 得

した資産 ・負債 は時価で受 け入れ,「 のれん」(又 は負の 「のれ ん」)は20年 以内 に規則 的に償却

す る方法.プ ー リング法は,結 合時 の企業 の資 産.負 債及び資本の簿価を引 き継 ぐ方法である。

国際的には,パ ーチ ェス法に一本化す るという流れだが.現 行の実務上では,日 本の場 合,ほ と

んどが持分 プー リング法を適 用 している.し たがって.日 本の企業結合会計 における最 大の論点

は,バ ーチ ェス法 に加え.持 分 プー リング法 を認 めるか どうか とい う点 とい うことになる。

企業会 計審議 会(会 長:加 占宜十早稲 田大学教授)は2003年8月lFl,「 企業結合 に係 る会計

基準 の設定 に関す る意 見書」の公開草案を金融庁 のホーム ・ペー ジ上で公表 した。それに よると.

企業側の意向 を配慮 し,バ ーチ ェス法を原則 としつつ も,持 分 プーリング法 も認めてい る、ただ

し,持 分 プー リング法の乱用 を防 ぐため,① 結合の対価が議 決権普 通株 式である.② 結合後の

議決権比率が51):50の ほぼ一1九下5%以 内,③ 役員数など.一 ・定 の要件を満た した場合に限 り,

持 分 プー リング法 を認 めた.こ の制度 は,2006年4月1日 以降 開始事業 年度 か ら適 用 され る

(http:/〆www,e.tohmatsu,com/members/sprp/11ewslnews257.shtm1)p

8)「 ゴー イング ・コ ンサ ー ン」 は,財 務 諸表を作成す る上で企業が継続 して事業活動 を行 うこと

を前提 に期 間配分等 を行 うとい う意味で用い られ る言葉である。企業が永続的 に続 くことを前提

に財務諸表 は作成 され てい る。 しか し,山 一澄券の破綻 など,公 認会計士 の監査報告脅が適正だ

とされていたのに,企 業が倒産す る例が 多くな った,,こ のため,金 融庁 に設置 されてい る企業 会

計響議会では,将 来的 に企業が何 らか の要因によ り破綻す ることが考 えられ る場合 には,「 企業

の継続能 力に疑いあ り」 との一文 を明記すべ きとい う方向で検 討が行われ てい る、これが ゴーイ

ング ・コンサー ン問題 と言わ れる ものである(ピ シネスメールUP!,221号,2001年 口月7H;

httl)://www.lotu521.cojp/data/co藍umn/conveni/011107c.卜tm)。
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され た 。

以上の点についても,米 国側の顔色を窺 う文言が付加されている、,

「本イニシアティブ(筆 者注1こ の報告作成の検討会)は これら改正によっ

て透明性が増 していることを歓迎した。米国政府は,会 計基準 と新 しい制度の

実施の進展 について引き続 き関心を持 って レビュー していくと述べた」(同 上

書,19ペ ージ)。

重要な関心項 目として土地の流動化 と地価の透明性が挙 げられている。①

2〔)01年9月,不 動産投資信託証券(REIT)91が 初上場され,2002年5月 時点で

3銘 柄が束京証券取引所で取引されている。不動産を流動化させようとするの

がこの制度である。② 不動産価格の透明性を確保すべ く,不 動産投資信託が

適正価格で取引されているか どうかを監視する公正な第3者 の調査を公表する

ことが義務づけられるようになった。③ そのさい.利 害関係者間の取引は禁

止される(利 益相反問題)1。1。

9)「 不動産投資信託証券」(REIT=ReFIIEstateInvestmentTrust〉 は,多 数 の投資 家か ら資金を

集めて 「不動産」 を購入 し.そ こか ら生 じる賃料 や売却益 を投資家 に配当(正 確には分配)す る

商 品で濁)る。投 資家に は投資証券(株 券に相当す るもの)が 発 行され,「 株」 と同 じよ うに4桁

の証券 コー ドが割 り当て られていて,東 証て売買が 可能であ る(指 値注文 も成行注文 もで きる)。

このREITの 登場 によ り・佃人で は困難だ った 不動 産投 資が,比 較 的無理 のない金額で 可能に

なった と一般 には説明 されてい る(東 京株式取引所;hUPl〃wWw .重se、・rjp/cash/reit/)。

10)「 利益相反」 とは忠実義務 を負 う者か 自己や 第二 者の利 益を図 り,投 資家の利益 を損 な うこ と

をい う。収 益を上げた くて リスクの人 きい物件 に投資 したい金融機関の利益 と,安 全を求めてぞ

の金融機関 に預1ナてい る預金者 との利益が相反す る問題 をも指す、

1996年lUj・ 橋本首相は.U本 の金融 制度改革構想 を発表 した.こ の金融改革の狙いは.東 京

の金融 ・資本市場を,フ フー(自 由1,フ ェア(公 正),グ ローバ ル(国 際的斉合性)な 市場 に改

革 し,二 山一ヨー クや ロン ドンの国際的金融 ・資本 市場に相当する市 場に育成 しよ うとす る もの

であ った。 しか し,ニ ュー ヨー クや ロンドンの国際的市場では,公 正取引(フ ふア ・トレー ド)

を保 証す る厳格 な ルー ル(規 律)が あ るσ)に,東 京市 場の ルー ルは,ま だ不十分 な ところが 多

か ・・た。英米市場 のフ ェア ・トレー ドのべ一ス とな ってい る考え は,「 いかに して利益相 反を防

止す るか」 とい うことである.日 本で は,法 体系が ドイッ法を中心 としているこ ともあって,利

益相反問題 は軽視されて きた。これまで,銀 行 ・証券の垣根悶題 が議論 された時 は,業 態 相互 の

利害 と権益の調整 とい う局面 がq監心であ って,同 一の業態の中にある利 益相反問題 をどう解決す

るか の本質 的 な議 論 は まだ行 われ てい なか った(菊 地英 博 「利益 相 反 と金融 ンス テ ム」;

http://wwwsoc.:一i.ac.jp/jsme/ki叩df/k量kuchi .PDF)自

経済企画庁の 『平成9年 度年次世界経済報告』 第2章 「金融制 度の改 革」 第2節r業 態 問競争

の激化一業務分野規制の撤廃」で も、投資銀行業務や証券業務を兼業す る場合.「 利 益相反問題」

が発生す る危険性があ るとの指摘が なされ,金 融商 品の多様化 によ る銀行 ・証券業務 問の グノ
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士地問題の項の末尾で もまた,「米国政府は一般的な地価の透明性の必要性

について強調 した」 とい う文言が鎮座 している。

労働の流動化 も重要な検討項目とされ,① 移動可能な確定拠出年金が2001

年10月 に導入,2002年5月 時点で81社 が採用したことが報告され,「 この点で,

米国政府は本制度が迅速に利用されてい くことが重要であると述べた」 と書き

添えられた(同 上書,19ペ ージ),,② 解雇の基準やルールについては.2001年

から厚生労働省の審議会において課題の1つ として検討が進められているとさ

れながらも,気 になる文言が付け加えられている。(裁 判所の多くの判断は,)

「これ自体は解雇を禁止することを意味するものではなく,個 々の事例毎に裁

判所において取 り扱われてお り,実 際に.外 資系企業のある部門の撤退に係わ

る解雇につ き.解 雇権の濫用に当た らないとした事例 もある」(同 ヒ書,20

ページ1)。「労使関係の紛争を防止する観点から,予 め明確化 してい くことが重

要である」 と,い かにも,雇 用の確保に腐心 しているかのようなポーズを取 り

ながらも.そ の実.日 本に参入する際に,解 雇権を行使 したい外資の希望をか

なえることを宣言 したものとしてこの文言は理解されるべ きだろう、,

その他、提言されている重要な項目を列挙すれば,① 司法試験合格者数の

増加努力,2004年 には1500人,2010年 には3000人 を目指す。そのために,法 科

大学院を法曹養成制度の整備を行 う。② 公認会言1士の数 も増やす。③2002年

3月 に設置された司法制度改革推進本部は,弁 護士と外国法律事務所 との提

携 ・協同を推進させるべ く法案作 りに取 り組んでいる。「米国政府は,弁 護十

＼レー ゾー ン拡大か ら,そ もそ も規制 の効 力に疑問が持たれ、 これまで この法規 制を採 用 して きた

国 々におい てその見直 しが進んでい る、と説明されてい る(http;//wp.cao,go.jp/zellbull/sekay

wP-we曾7/WP-we97曽00302.htm1)u

不動産関連におけ るこの問題 は以下のよ うになる。 これまで。不動産事業者は・ 自己勘定で不

動 産運用 を行 う投 資家で もあ ったため,利 益相 反は生 じなかった.し か し,第3者 の投 資家に収

益 を分配す る証券化の仕紺みがで きて しま うと,元 の不動 産所有 者や不動産事業者,運 用者 と,

投資家の利害が一一・致 しな くなる場面が少な くない、,とくに、会杜型不動産投信では運用を外部に

委 ねる システムのため,運 用会社(投 信委託業者).あ るいは運用会杜 の株主 などの利害関係人

が投資家 に対 して,利 益相 反行為を行 うリスクが人 きい とされ る(『 目経新 聞1「 不動産投資信託

ABC」;hし しpl//www,1量ikkei.co.lp/money2/abc/abc3}7.html)、
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と外国法律事務所間の提携の自由化を増進するさらなる取 り組みを奨励 した」

(同上書,20ペ ージ)。

もっとも米国によって重視されていた,「国境を越える株式交換 を通 じたク

ロスボーダーM&A」 の件について,先 述のように,2002年 段階では日本側は

まだ腰が引けていた。極めて重要な箇所なので,そ のまま引用する,,

「米国政府は,M&Aは 最近の日本にとって最 も重要な投資上の課題の1つ

となってお り,現 在 日本国内で認められている株式交換制度の外国企業への適

用等による国境を越之る株式交換、現金による合併対価支払,簡 易合併などの

スクィーズアウト」11のような幅広いM&A手 法を認めるための取 り組みの必

要性を述べた。 これに対 して,日 本政府からは,実 務の二一ズについては必要

なものはで きるだけ変えてい くという姿勢は持っている。 しか しながら,商 法

の全面的な見直し作業を継続 してきたところ,法 律上の連続性を考える必要が

あること,他 国の法制度の概念など十分検討すべ き法的論点 も多 く残っている

ことから,引 き続き検討を進めていきたいとの考えが示された」(同 上書 ,21

ページ)

ただし,後 述するように,『2003年 日米投資イニシアテ ィブ報告書』では,

米国の主張を全面的に受容することになる。

HI『2603年 日米 投 資 イ ニ シア テ ィブ報 告 書 』(第2回 報告)に 見 る

ク ロス オ ー バ ーM&A

2003年5月 のLI米 首脳 会談(ブ ッシュ大統領vs小 泉首柑)に 先立って,

『第2回 報告』が両首脳に報告された。「U米投資イニシアティブ」の米国側

議長は,ラ ーソン国務次官,日 本側は佐野忠克経済産業審議官であった。

まず,こ の 『第2回 報告』の要旨で,小 泉首相が今後5年 間で対 日直接投資

11〉 「ス ク ィー ズ ・ア ウ ト」(Squeeze一 《)uし)と は,M&Aに 当 た'・ て,合 併 賛 成 派 の 株 主 が 多 数 を

占 め る と.合 併 に 反 対 す る 少 数 株 主 が 多 数 派 に 従 う よ う に取 り決 め ら れ たM&A方 式 で あ る

(Keallmillar・B`醜`'2酬Nρ ε楓May20031httl〕 ノ/www,keanmiller,com/pubs/Bllsl)5()3.pdf)。
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残 高 を倍 増 す る と表 明 し,そ のた め の 施 策 の最 重 点 事 項 が,ク ロ ス ボ ー ダ ーの

株 式 交 換 へ の参 加 を外 国 企 業 に も認 め る法 律 を導 入す る こ とで あ る と 日本 側 は

強 調 しだ2㌔ つ ま り,『 第1回 報 告』 に はあ った,株 式 交 換 に よ るM&A促 進

へ の逡 巡 を1」本 が 払 拭 して し ま った こ とを これ は意 味 して い る
。

『第2回 報 告』 は,2001年 末 の 日米 間 と米EU間 の外 国 人 直 接 投 資 残 高 額 を

比 較 して,数 値 面 にお い て,前 者 が,後 者 の6,5分 の1し か な い こ と を批 判 し

て い る。 ま た,米 国 か らEUへ の 直接 投 資 残 高 と,反 対 にEUか ら米 国へ の

直 接 投 資 残 高 と を比 較 す れ ば,両 者 は ほ ぼ 均 衡 して い て,前 者 対 後 者 が1:

L3で あ る の に対 して,米 国 か ら 日本 へ の 直 接投 資 残 高対 日本 か ら米 国 へ の 直

接投 資 残 高 が1;2、5と,米EU間 に比 べ て あ ま りに も米 国か ら 日本 へ の直 接

投 資 額残 高 が 少 なす ぎ る こ とへ の 不 満 を表 明 して い る 。

米 国 か ら 日本 へ の 直 接 投 資 残 高 は6408億1700万 ドル、EUか ら 米 国 へ 額 は

883億100万 ドル,米 国 か ら 日本 へ は わ ず か641億300万 ドル,日 本 か ら米 国へ は

1589億8800万 ドルで あ った(経 済 産 業 省[200312ベ ー ジ)。

現 時 点 で の 日本 へ の 外 国 人 の 直接 投 資 額(年 々 の フ ロ ー ・ベ ー ス)は 小 さい

が,そ れ で も,1997年 か ら急増 して い る。1990年 か ら2002年 まで の 歴 年 の 額 が

同報 告 で 示 さ れ て い る。90年(2615億 円),91年(1730億 円),92年(3490億

円),93年(234億 円),94年903億 円).95年(39億 円〉,96年(248億 円),97年

(3901億 円),98年(4179億 円),99年(1兆4513億 円) ,2000年(8969億 円),

12)「 クロスボー ダー株式交換」 〔crossboarderst(x:kexchange)と は文字 通 り.国 境 を越えた会杜

や個 人間で の株式交換の ことであ る.2002年11月14日,ワ シン トンで 開催 された 「官民会議 フ ォ

ローア ップ会合 ・日米民間参加者 によるステー トメン ト(要 旨)」 で は,以 下のよ うに この クロ
スオーバー株式 交換 の促 進が要求された,「 〈起業家精神の促進〉 日米間のFDl(外 国直接投 資〉

促進 は1依 然 として経済再生の重要な要素である。 日本におい ては.ビ ジネ スの高 コス トは最大

の投資阻害要因であ る1・日本でス ター トアップを促進 するため には,ビ ジネス ・コス トを下げ る
とい う観点か ら,不 動産 運輸.流 通 ,エ ネルギーといった分野で規制緩和が加速 され ることが

不可欠であ る・ 『規制改革 イ〔 シアテ ィブ』 の取 り組みを含め,こ れ らの分野で の規 制緩和 が着

実かつ スピーデ ィに実行されるこ とを求める。我 々は日本政府 に対 し,外 国企業が より容易に対

日投資を行え るよ う,無 税の クロスボーダー株式交換等 の合併を可能 とすべ く商法 と税法 を改正

す る こ とを エ ンカ レッジす る」(httpノ!www.meU.go.jp/p(》hcy/重rade -policy/n臼americε1/11s/

h吐ml/kanminO21114 　statemenし嘔j.h廿nl)G
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Ol年(17585億 円),02年(1兆1694億 円)で あった(同 上書,2ペ ージ)。この

数値を見るかぎり,米 国に執拗な日本市場開放要求は一定程度の効果を発揮 し

ているようにも思えるが,ま だまだEUと 比較 して10分 の1以 ドの規模で し

かないのである。,

『第2回 報告』は,「対内直接投資実績指数」と1一対内直接投資潜在力指数」

という概念を持ち出 し,後 者 に比べて前者が著 しく小さい日本は,外 国人の直

接投資に対 して閉鎖的であるとしている、,この指数は,UNCTAD,1鞠 ヂ141"一

τ,ε5〃7～6♪1`R8ρ・π2002が 作成 した ものである。① ある国の対内直接投資額が

世界の対内直接投資額に占める割合,② その国のGDPが 世界のGDPに 占

める割合,を 計算 し,①/② の数値を 「対内直接投資実績指数」という、,さら

に,8つ の指標面で,世 界における順位を指数化 したものを 「対内直接投資潜

在力指数」 とい う。 ここでい う8つ の指標 とは.③1人 当た りG正)P,④

GDP成 長率,⑤GDPに 占める輸出の割合,⑥ 千人当た りの電話回線数

⑦1人 当たりの商業エネルギー使用数,⑧ 国民所得に占めるR&D支 出の割

合,⑨ 総人口に占める高等教育における学生の割合,⑩ 政治 ・商業的 カント

リー ・リスク,等 々である。日本の 「対内直接投資実績指数」は,数 値化され

た世界140か 国中第131位 で しかなか った。それに対 して,「対内直接投資潜在

力指数」については,日 本は第14位 と両指数問に著 しい不均衡があったと批判

されている(同 上書,5ペ ージ,注3)。

『第2回 報告』では,対 内直接投資と,外 国人による国内企業のM&Aと が,

ほぼ同義 として扱われている。そして,こ の数年問の間に,投 資の最大の手段

であるM&Aを 行い易い環境が,以 下のように日本に生 じていることを,同

報告は歓迎 している。まず,① 電気通信 ・エネルギー分野で規制緩和が進ん

だ結果,事 業インフラのコス トが大幅に低下 していること,② 金利が 史上最

低のために安価な資金調達が可能 となっていること,③6大 都市の商業地の

地価がバブル時(1990年)の 約6分 の1に なっていること,④ 商法.企 業会

計原則,労 働法制面においてM&A関 連の整備が進んでいること,⑤ 株価 も
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日経平均で見ると1989年 のピーク時の20%程 度にまで下が っていること,等 々

がそれである(同 上書,5ベ ージ)、,

「国境を越える株式交換」について,同 報告は以下のように述べている。「木

件は,前 回の投資 イニシアティブにおいて米国側の最大関心事項の1つ として

提起され,今 回の投資 イニシアティブにおいても.日 本における産業の リス ト

ラクチュアリングや企業組織の再編を促進するため,対 日投資を考えている外

国企業が 日本でM&Aを 進めるッールとして,三 角合併,キ ャッシュ ・マー

ジャーなど合併手続きに用い得る手段を拡大することが米国政府から日本政府

に要請された」 と米国側の強い要求を紹介 した後,「U本 企業同士の株式交換

は1999年 の商法改正で可能となったが,外 国企業が自社の株式を対価として日

本企業と株式交換することは認められず,ま た,現 金を対価とした合併も不可

能と解されてきた」。 しか し,こ うした禁止的な姿勢は,2003年 に以下の形で

改められた。

「日本政府は,投 資イニシアティブでの指摘やU本 に進出している外国企業

からの要請などを受け,政 府による認定を受けた場合には,親 会社の株式を対

価 として合併等を行 うこと(三 角合併)や,現 金を対価とした合併を行うこと

を商法の特例 として認める措置等を盛 り込んだ改正産業活力再生特別措置法を

4月9日 に公布 ・施行 した。この法律は,外 国企業を親会杜 とする日本企業に

も等 しく適用されるため,外 国企業の子会社が合併等を行 うことにより日本企

業の事業を再構築するための計画を策定し,政 府により同計画の認定を受けた

場合には,商 法の特例措置として,親 会社の株式を対価とする三角合併や現金

合併を行 うことがμ∫能となった」(同上書,8ベ ージ)。

このように,株 式交換,そ れも,親 会社の株式を対価とする三角合併や現金

合併が認可されたのである。合併に当たって,① 日本企業の再構築計画が策

定されていること,② その計画を日本政府が認可すること,の2つ の条件下

で 「商法の特例措置」として認可されるという歯止めは一応つけられてはいる。

しか し,こ れも例によって例のごとく,「米国政府は.日 本政府のこのような
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取 り組みを歓迎する一方,M&A取 引の更なる促進のために必要な商法の改正

や税制措置を含む更なる課題について提起 した」(同 上書,8ペ ー ジ)と 米国

に媚びる文言が付加されている。 これでは,「商法の特例措置」として 「日本

政府の認可を必要とする」条件が早晩取 り払われ,自 動的に認"∫されるべ く,

「必要な商法の改正」が行われるようになることは必定である。

ここで,「 三角合併」 というのは,① 外国にある親会社が,口 本にあるその

完全子会祉に親会社株を譲渡する。② 子会社は,譲 渡された親会社株を,買

収 したい日本の会社の株主に提示して,当 該株主が保有 している買収先企業の

株式 と交換 し,そ の会社の支配権を得る。そうして,新 たな合併会社を作って,

完全な新子会社を設立する。買収された会社の株式はすべて新会社に吸収され,

新会社の新株に人れ替えられるることになる。

「現金合併」というのは,親 会社の株式を子会社に譲渡することに代わ って,

親会社か ら現金が出資されるだけである。手続 きは株式交換による 「三角合

併」と同じである(同 上書,8ベ ージ)。

M&Aを 促進すべ く,会 計基準についでも,2003年 度に固定資産の減損会計

を任意適用とし,2005年 度には強制適用することを1ヨ本側は米国側に約束 した

(同上書,8ペ ージ)。

さらに,公 認会計士法を改正して公認会計士数 を増大させる。現在,年 間

1000人 弱の公認会計士試験合格者を年間2000～3000人 に増大させるべ く,公 認

会計士試験を簡素化し,現 状で1万4000人 いる公認会計士を数を5万 人に増や

すことを目標とすることが明示された(同 上書,10ペ ージ)。

お わ り に

『2003年 日米 投 資 イ ニ シ アテ ィブ報 告 書』 は前 回で は 匿 名 で あ った 対 日進 出

米 国 企 業 の 成 功 例 を実 名 を 挙 げ て 賞 賛 し て い る、,GE,フ ァイ ザ ー,モ ル ガ

ン ・ス タ ン レー,日 興 シ テ ィグ ルー プ証 券 と並 ん で,リ ップ ル ウ ッ ドの 専 用

フ ァ ン ドで 買 収 され た 新 生 銀 行(旧 日本 長期 信 用 銀 行)が 成 功 例 と して 紹 介 さ
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れ てい る。 この 銀 行 こそ,企 業 を再 生 させ る ど ころか,蝦 疵 担 保 条 項 を利 用 し

て,顧 客 の 企 業 を強 制 的 に倒 産 に追 い込 み,そ の債 権 を政 府 に買 わ す とい う手

段 を 多 用 して,「 あ ま りに も露 骨 な収 益 確 保 策 」 を採 用 す るハ ゲ タカ ・フ ァ ン

ドと して多 くの 日本 人 か らの批 判 を受 けた 渦 中の 金 融 機 関 で あ る。

「そ れ か らほ と ん ど時 間 が経 って い ない の に,日 本 政 府 が投 資 イ ニ シア テ ィ

ブ とい う公 式 文書 の 中で,リ ップ ル ウ ッ ドを 『成 功事 例』 の代 表 に 挙 げ て い る

の で あ る。外 資排 除 を唱 え るつ も りは さ ら さ ら ない が.小 泉政 権 の 本音 を 知 る

う え で 大 い に 参 考 に な る こ と だ け は 指 摘 し て お こ う」(WEDGE編 集 部

[2003]15ペ ー ジ)。

実 際,小 泉 構 造 改 革 と して 国民 の 多 くの 関 心 を引 きつ け て い る小 泉 政 権 の経

済 政 策 が,ほ ぼ例 外 な く,米 国 か らの 指 令 に某 づ い て い た こ とが2回 に わ た る

これ ら報 告 書 に よ って,は しな く も明 らか に な った の で あ る。 「構 造 改 革 」 と

は,米 国企 業 に よ る 日本 企 業 買 収 を促 進 させ る こ とを 柔 た る 内容 を成 して い る。

株 式 交 換 とは,株 式 がM&Aの 通 貨 に な る とい う こ とで あ る。 つ ま り,株

式交 換 は ス トッ ク ・カ レ ン シーで あ って,現 金 よ り もは るか に巨 額 の取 引 を可

能 に させ る,、株 価 や 時 価 総 額 が 高 げれ ば,企 業 は 現 金 を持 た ず と もM&Aを

実行 で きる。 逆 に,現 金 が 潤 沢 で あ って も,株 価 や 時 価 総 額 が 低 けれ ば,企 業

は買 収 の リス ク にさ らさ れ る とい う こ とで もあ る。 これ まで,企 業 の資 本 市 場

に お け る評 価 と,事 業 の競 争 力 とは切 り離 して考 え られ る こ とが 多 か った 。 し

か し最 近 で は,株 式 市 場 で 高 く評 価 され た 企 業 が,そ の 高 い 株 価 を 利 用 して

M&Aを 有 利 に進 め,そ の 結 果.事 業 の 競 争 力 を高 め て ,さ らに市 場 で評 価 を

高 め る とい う循 環 が 出 現 し、,米国 の経 営 者 は本 業 の 成 績 を上 げ る こ と よ りも,

自社 の 株 式 時 価 総 額 の 大 き さ に心 を奪 わ れ る よ う に な って し ま っ た の で あ る

(http://www.mckinsey.co.jp/articles/2002/01/20020101-2.html)。

しか し,こ の手 法 は,バ ブ ル崩 壊 で 企 業 を相 次 い で破 綻 させ た のが.米 国 の

教 訓 で あ る 。

「プ ッ ト ・オ プ シ ョ ン」 とい う金 融 手 法 が あ る。 これ は,契 約 相 手 に 契 約 価



18(18〉 第173巻 第1号

格 で 債権 を買 い取 らせ る こ とが で き る権利 の こ とで あ る。 それ は.「満 期 の1年

か ら2年 前 に 起 債 企 業 が確 約 す る 「買 取 価 格 」 の こ とを 意 味 す る 。100,00で

発 行 さ れ た 転 換 社 債 に,4年 後,103.50の 買 取 条 項 が あ り,市 場 が 低 迷 し,

か りに 時 価 が85.00で あれ ば,こ の 時 点 で 件 の転 換 社 債 を購 入 し,そ れ を起 債

企 業 に103.50で 買 い取 らせ る こ とで,転 換 社 債 保 有 者 はか な りの利 回 りが 確

保 さ れ る。 株 式 交 換 で 積 極 的 なM&Aを 進 め て き た企 業 の 多 くが こ の プ ッ

ト ・オ プ シ ョン契 約 に よ っ て破 綻 に追 い や られ た 。

ITバ ブ ルが 全盛 の 時 代 な ら,高 株 価 を挺 子 と して 果 敢 に企 業 買 収 が で き,

そ れ が また株 高 を推 進 して いた の で あ るが,株 高 が 一段 落 して しま っ てか らは,

投 資 家 が 好 きな と きに投 資 資 金 を回 収 で き る権 利 を与 え る とい うプ ッ ト ・オ プ

シ ョ ンを多 用 して 資金 調 達 を強 行 しな けれ ば な らな くな った。 これ が ま た.起

債 の 足 下 を 見 透 か さ れ て,ヘ ッジ ・フ ァン ドに よ る空 売 りの 格好 の対 象 に これ

ら の会 社 株 が な って しま った ので あ る。 しか も,念 の 入 った こ とに.ヘ ッ ジ ・

フ ァ ン ドの マ ネー ジ ャー は,ワ ー ル ドコ ムや タ イ コな どを 空売 り対 象 にす る と,

わ ざわ ざマ ス コ ミの記 事 に 流 して い た の で あ る。 そ して,債 権 銀行 組織 は,容

赦 な くプ ッ ト ・オ プ シ ョンを行 使 して,こ れ ら会 社 を 追 い つ め た 。 そ の執 拗 さ

は,2002年7月12日,ニ ュー ヨー ク州 最 高 裁 判 所 が ワー ル ドコム の 債権 銀 行 団

に オ プ シ ョ ン行 使 請 求 を 却 下した こ とか ら も伺 わ れ る。

こ う した 株 式 交 換 の 負 の局 面 につ い て,『 日米 投 資 イニ シア テ ィブ報 告 書 』

は一 顧 だ に して い ない 、,

『2003年 日米 投 資 イ ニ シア テ ィブ報 告 書 』 の 最 後 の結 語部 分 を本 稿 の 結論 と

して そ の ま ま引 月1して お こ う、,

「本 投 資 イニ シア テ ィ ブ「は,総 理 と 人:統領 の外 国 直接 投 資 促 進 に 関 す る リー

ダー シ ップ を基 礎 と して 前 進 す る こ と に コ ミ ッ トして い る。 本 投 資 イ ニ シ ア

テ ィブは,今 後 と も,日 米 両 国民 が外 国 直接 投 資 促 進 の車 要 性 につ い て 理 解 を

深 め る こ とを支 援 してい くと と もに,日 米両 国 の外 国直 接 投 資 環 境 を改 善 す る

た め の 活動 を続 げ て い く」(経 済産 業 省[2003]16ペ ー ジ)。
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